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中能登町商工会報

    さらに必要とされる商工会をめざして ! !  

-１- 

中能登町商工会商品券の取扱い事業所を、随時募集しております！ 

お申込を希望される事業所は、中能登町商工会までお問合せ下さい（TEL：076-204-6836） 

商 品 券 中能登町商工会商品券 １人当たり 12,000 円分 

対 象 者 令和８年１月１日時点で中能登町に住民登録されていた人 

交付方法 世帯ごとに、世帯員分の商品券をまとめて、世帯主宛に送付します。 

交付時期 令和８年３月から順次送付を開始します。 

送付には一定の期間を要するため、すべての世帯にお届けするまで 

に、最大で１カ月程度かかる場合があります。 

中能登町の物価高騰対策にて、 

『中能登町商工会商品券』が全町民に配布されます！ 

上記の通り、町から町内全世帯に中能登町商工会商品券が配布されます。 

既存の商品券と相違点等がありますので、取扱いにご注意ください。 

▪商品券の色の変更 

商品券の色が既存のものとは違い、青色となります。 

色が変わりますが、中能登町商工会商品券として使用できますので、 

通常通りお取り扱い下さい。 

▪換金方法 

 換金は令和８年４月から開始し、 

  「15 日締め 25 日払い」と「25 日締め翌５日払い」の月２回。 

  最終期限は、令和８年 10 月 25 日となります。 

▪販促グッズ 

  販促グッズを商品券取扱い事業所宛へ送付いたします。是非ご活用下さい。 

※３月中に、物価高騰対策での商工会商品券における取扱いについての案内や 

販促グッズを、２月末時点での商品券取扱い事業所へ送付させていただきます。 
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【新入会員の紹介】 

事業所名 代表者名 業 種 部 会 地 区 

プロバイドグループ㈱ 葉山 健 
労働者 

派遣事業 サービス 地区外 

Lemon 上野 律子 飲食店 商業 金丸 

打越瓦工業 藤橋 匠 屋根工事業 建設 羽坂 

旬鮮酒家おやじ 高柳 章雄 飲食店 サービス 久乃木 

Salon de Neue 三浦 夏希 
エステティッ

ク業 サービス 能登部下 

ドライヘッドスパ専門店
RAFXIA 

坂井 照子 
エステティッ

ク業 サービス 能登部下 

㈱M’s 吉野 厚史 
中古自動車小

売業 商業 東馬場 

 

【会員数の報告】 
令和８年２月末現在 

  

繊 維 業 ６３ 

商 業 １３５ 

建 設 業 １０１ 

サ ー ビ ス １２４ 

製 造 業 ２２ 

計 ４４５ 

 
皆さんよろしく 
お願いします。 

 

  石川県支部の 

  健康保険料は変更となります。 

     現行      令和８年３月分～ 

給与・賞与の     給与・賞与の 

9.88％      9.70％ 

 

  介護保険料も変更となります。 

     現行      令和８年３月分～ 

給与・賞与の     給与・賞与の 

1.59％      1.62％ 

 

  子ども・子育て支援金率 

    令和８年４月より新たにスタート 

 0.23％ 

 

-４- 

 事業主の皆様へ 
 年次有給休暇を取得

しやすい環境づくりに

取り組みましょう。 

 働き方・休み方の改

善をこれからも継続的

に行うためには、計画

的な業務運営や休暇の

分散化にも質する年次 

有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働

き方・休み方に質する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この冬に導

入をご検討下さい。 

〇働き方・休み方改善ポータルサイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp 

 協会けんぽの加入者・事業主の皆さまへ 

令和８年３月分（４月納付分）からの 

保険料率のお知らせです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子ども・子育て支援金制度」が始まります。 

 令和８年４月(５月納付)より、子育て世代を支

える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、子

ども・子育て支援金制度が始まります。詳しく

は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。 

 

振替納税を利用する方へ 

・振替日の前日までに預貯金残高や、振替日に振替納税口座から他

の公共料金等の引落し予定がないか等を必ずご確認下さい。 

・残高不足等で引落しが出来ない場合は、納期限の翌日から納付日

まで延滞税がかかる場合があります。 


